
番号 原子力規制庁コメント内容 JAEA回答 備考

1

１．安全保護回路の不正アクセス防止設計のうち、「外部の電気通信回路に接続
しない」ことについては、PLC表面にUSBポート、Ethernetポートがあるとのこと
ですが、パソコン及びＵＳＢメモリ以外の機器や所内LAN等のネットワークに繋
がないことを記載してください。

２．もし、パソコン及びＵＳＢメモリ以外の機器を接続する場合は、当該機器の
具体例及び当該機器を接続した場合の不正アクセス防止のための措置について説
明してください。

拝承。接続する機器をパソコン及びＵＳＢメモリに限定し、それ以外の機器や所内外のネットワークシス
テムに接続しない旨を以下のとおり追記して補正します。

上記のとおり、パソコン及びＵＳＢメモリ以外の機器は接続しません。

（以下の下線部を追記）
当該PLC について、メーカーによるメンテナンスの際には、PLC 表面のUSB ポート、Ethernet ポート、
ローダー専用ポートのいずれかにパソコン又はUSB メモリを接続してソフト動作の確認や、変更を行う。
不正アクセス防止のため、それら以外の機器や原子力科学研究所内外のネットワークシステムに接続しな
い。

要補正

2

３．既にヒアリング等でご説明いただいていると存じますが、排気筒モニタリン
グ設備の警報設備については、建設当時の設工認に基づき設置したもので、新規
要求でもないので今回は申請していないというご認識でしょうか。また、その場
合、既認可設工認の認可番号等をご教示ください。

ご理解のとおり、排気筒モニタリング設備の警報設備は既設であり、また、技術基準規則第41条（警報装
置）は新規要求事項ではありませんので、今回申請はしておりません。
当時の設工認認可番号は、「平成3年5月2日付け3安(原規)第24号」です。

3

４．実験設備の基準適合性について、「実験設備等を設置している場所と制御室
との間は、相互に連絡できる設計とする」とされていますが、「実験設備等を設
置している場所」は、具体的にはどこでしょうか。原子炉の運転中に当該場所と
制御室との間の連絡が必要になることがあるでしょうか。
　（通常の通信連絡設備で代用できるかとの観点からの質問です。）

「実験設備等を設置している場所」は、炉室（S）です。
原子炉運転中は炉室（S）は入域不可となりますので、運転中に連絡が必要となることはありません。相
互に連絡するのは、運転開始前又は停止後ですので、通常の通信連絡設備で代用可能です。

3-1
炉心構成時や運転終了後に、棒状燃料の取扱事故の可能性がある作業を行ってい
る際に、炉室（Ｓ）で実験設備のセッティング等を行う状況はないでしょうか。

炉心構成時や運転終了後の棒状燃料の取り扱い時に、炉室（Ｓ）で実験設備のセッティング等を行う状況
はあります。

3-2

もし、上記のような状況がないのであれば、実験設備等を設置する場所は、炉室
であり、実験設備等の設置のために制御室との通信連絡のための特段の設備を要
するものではないと整理した方がよいとのコメントを庁内で受けています。申請
書の技術基準３８条第５号への適合性の説明について、上記の理由で該当しない
旨補正していただければ幸いです。

上記回答のとおり棒状燃料と実験設備を同時に取り扱うことが想定されますので、現状の記載のとおり、
技術基準３８条第５号への適合性説明が必要であると考えております。

4
１．技術基準第３３条への適合性に関して、停止余裕及びワンロッドスタック
マージンについて、炉心温度７０℃での評価結果又は２５℃で評価しておけばよ
い旨の説明資料等がありましたらご教示ください。

第288回審査会合の資料3-1(p.16)のとおり、設工認申請書の核的設計計算書は、代表として典型的な常温
（25℃）の炉心を評価し、主要な核的制限値が満足される見通しを示したものになります。実際に昇温実
験の運転を行う際には、炉心温度を計画した温度（最高 70℃）とした上で本申請添付書類と同様の解析
を行い、保安規定に定める手続きにしたがって評価項目が核的制限値を満足できることを確認します。
（第288回審査会合の資料3-1）
　　https://www2.nsr.go.jp/data/000276360.pdf

5
２．技術基準第３８条への適合性に関して、サンプル棒の密封性について、使
用、RI又は試験研究炉のどの許認可で説明される予定でしょうか。また、そのこ
とについて、本設工認の申請書に追記していただけますでしょうか。

可動装荷物の密封性については、使用する物質に応じて、使用又はRIの許認可で説明し、許可を取得しま
すので、その旨を追記して補正します。（添付の「Ⅲ－17－１　実験設備等についての説明書」補正案の
黄色マーカー部参照）
なお、一部の可動装荷物については、核燃料物質の使用許可（令和２年５月１日付け原規規発第2005011
号）を取得しております。

No.19のとおり補正対応を行います。

STACY設工認第３回対するコメント回答（第187回ヒアリング（Ｒ2.10.9）以降受領分）

令和２年10月28日
日本原子力研究開発機構　原子力科学研究所

臨界ホット試験技術部

資料ＳＴ-188-1
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6

３．技術基準第３８条への適合性に関して、可動装荷物駆動装置の操作監視機器
について、実験設備等の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の
原子炉の安全上必要なパラメータを遠隔で操作監視できる設計とされています
が、「周辺の環境の状況」に該当するものがあるでしょうか。もし該当するもの
がある場合はどのようなものか具体例をご教示ください。

周辺の環境は、炉内中性子束、炉心温度、炉心水位が該当します。

7
４．技術基準第３０条への適合性に関して、炉心タンクのスロッシングの原因を
「地震等」とされていますが、「等」に該当するものはあるでしょうか。もし該
当するものがある場合はどのようなものか具体例をご教示ください。

地震以外には、給水による水面揺動が該当します。

8

５．技術基準第２１条の適合性に関して、通常運転時、運転時の異常な過渡変化
時及び設計基準事故時に想定される圧力、温度、湿度、放射線量等に対し・・・
とされていますが、「湿度」や「放射線量等」の「等」は必要でしょうか。
必要な場合、その理由と「等」が具体的に何かご教示ください。

「等」は、①静的荷重あるいは動的荷重、②使用環境（軽水中or空気中）を意図しております。
　①（静的荷重あるいは動的荷重）については、設置変更許可申請書（p.8-1-8）において、
　　「圧力、温度、“静的荷重あるいは動的荷重”に関する環境条件下で、所定の機能を維
　　持できるように設計する。」と記載していますので、“静的荷重又は動的荷重”は環境
　　条件の一つとして、考慮する必要があると考えております。
　　ただし、これらの荷重に対しては耐震評価において、十分な強度を有することを確認し
　　ております。
　②（使用環境）については、核計装は炉心タンク内の軽水中で使用をすることを考慮し、
　　検出器配置用治具に収納して使用する設計としております。

9
６．最大給水制限スイッチの位置制御に使用するPLCの設置場所（制御室？）は
どこでしょうか。
　　また、設備区分上PLCは給水制限スイッチの一部といってよいでしょうか。

PLCの設置場所は、炉室（S）になります。
PLCも最大給水制限スイッチの一部となります。

10

一部の可動装荷物については、核燃料物質の使用許可（令和２年５月１日付け原
規規発第2005011号）を取得済みとのことですが、当該申請の審査書を確認した
ところ、以下のとおり燃料試料挿入管について密封性が確認されています※。
（当該許可は、基本炉心（１）に装荷するサンプル棒に係るものとの理解でよい
でしょうか）

添付Ⅲ－17－１において、一部の可動装荷物については、核燃料物質の密封性に
ついて◯◯のとおり説明し、核燃料物質の使用許可（令和２年５月１日付け原規
規発第2005011号）を取得済みである。今後の可動装荷物についても同様に密封
性を説明した上で必要な許可を取得する旨の記載を追加していただけますでしょ
うか。

※「申請者は、炉室（S）、実験準備室、測定器室で燃料試料挿入管を取り扱う
際には、密封を維持し取り扱うとしている。また、溶接部の切断または脱着式端
栓の開放は行わないことから、閉じ込め機能は維持されるとしている。
規制委員会は、閉じ込め機能に係る設計について、燃料試料挿入管は密封構造で
あり、燃料試料挿入管は密封を維持したまま使用することから、基準規則第２条
における要求事項に適合するものと判断した。」

ご理解のとおり、当該許可は、基本炉心（１）に装荷するサンプル棒に係るものです。

以下の記載を追加して補正します。
なお、核燃料物質の密封性について、一部の可動装荷物は、上端に脱着式端栓を備え、下端を溶接式の端
栓で密封した円筒管の構造とし、その取扱いに当たって溶接部の切断又は脱着式端栓の解放は行わないこ
とを説明し、核燃料物質の使用許可（令和２年５月１日付け原規規発第2005011 号）を取得済みである。
今後の可動装荷物についても同様に密封性を説明した上で必要な許可を取得する。

No.19のとおり補正対応を行います。

10-1

運転状態を含むサンプル棒の密封性の確認は、試験炉の設工認が必要との意見も
あり、その対策を含めご検討いただければ幸いです。
また、試験炉の設工認を受けずに使用の許可のみで試験炉に装荷した試験燃料等
の例があればご教示ください。

以下の理由により、可動装荷物の密封性に係る設工認は不要と考えております。
　・可動装荷物は、その密封性について使用又はRIで許可を受けたものを使用する。
　　可動装荷物は、中空の案内管の中を移動するものであり、水圧を受けず、密封
　　性が破壊されるおそれはない。既に使用許可を取得した申請書には、炉心タンク
　　に配置することを記載している。
　・試験炉の設工認を受けずに使用の許可のみで試験炉に装荷した試験燃料等の例と
　　しては、溶液系STACYの箔状又は線状のウラン、及び核分裂計数管がある。また、
　　起動用中性子源はRI使用許可を取得しており、設工認では起動用中性子源駆動
　　装置及びその案内管のみを申請して認可を受けている。

No.19のとおり補正対応を行います。
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10-2

・サンプル棒の密封性について、試験炉の設工認で説明する事項について、その
概要を説明いただけますでしょうか。
　（例えば、Ｃクラスとしての耐震設計（装荷重量の制限値含む）、常温から最
高使用温度までの範囲での密封性等）

No.19のとおり補正対応を行います。

10-3

使用の許可ではサンプル棒の密封性の詳細な確認は行っていないため、
技術基準第３８条第１項第３号の
「放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないものであること。」
への適合性について、試験炉としての確認が必要と考えています。
案内管の機能として、上記の要求事項への適合性が説明できれば、もちろんそれ
でも結構です。

No.19のとおり補正対応を行います。

11

１．申請書の４.２.１.２ 主要な耐圧部の溶接部に係る検査について、現状の記
載によれば表－１．Ⅲ．１及び表－１．Ⅲ．２のあらかじめ確認すべき事項につ
いて、それらが妥当であることについて規制委員会（規制庁）の確認が必要にな
ると思います。
　実際には、本－Ⅰ－Ⅲ－８頁の①の溶接施工法によって、②の溶接士が行うも
のと推察しますが、そうでない場合があるでしょうか。
　もし、①の溶接施工法によって②の溶接士が行うものに限定されるのであれ
ば、申請書の記載をそのように補正していただけないでしょうか。

以下のとおり、溶接検査の対象機器によってあらかじめ確認の検査要否が異なるため、いずれにも対応で
きるよう、平仄を合わせた記載にしております。
　・炉心タンクの製作メーカーは、旧法に基づく溶接施工法の認可を取得しておりますので、
　　本-Ⅰ-Ⅲ-８頁のなお書きに記載している①の溶接施工法に限定されます。
　・一方、炉心タンクの溶接士は現時点で旧法に基づく認可を取得しておりますが、その技能
　　の有効期限が２年間であるため、工事の進捗状況によって有効期限を超過する場合は
　　表-1.Ⅲ.2のあらかじめ確認すべき事項に基づき検査を実施する可能性があります。
　・また、給排水系配管の溶接部については、溶接施工法、溶接士の技能の認可を取得してお
　　りませんので、本-2-Ⅳ-22の表-2.Ⅳ.1及び表-2.Ⅳ.2のあらかじめ確認すべき事項に係る
　　検査が必要になります。

12

２．申請書の４.２.１.２ 主要な耐圧部の溶接部に係る検査について、本－Ⅰ－
Ⅲ－８頁の①の溶接施工法によって、②の溶接士が行う場合に、表－１．Ⅲ．１
及び表－１．Ⅲ．２のあらかじめ確認すべき事項について、省略することができ
るとされている根拠について、ご説明いただけますでしょうか。

溶接施工法の要求事項については、技術基準規則の解釈の別記「2.溶接施工法」において、R2.4.1前に試
験炉規則第３条の11の溶接の方法の認可を受けたものは、実用炉技術基準規則第17条第15号の規定により
確認されたものと同等と認められる旨の記載があるため、あらかじめ確認の検査を要さないと考えます。
溶接士の技能の確認については、旧法に基づき適合性の確認を受けており、その有効期間内であれば、あ
らかじめ確認の検査を要さないと考えます。

13
表-1.Ⅲ.1及び表-1.Ⅲ.2、表-2.Ⅳ.1及び表-2.Ⅳ.2等のあらかじめ確認すべき事
項について、当該項目を確認すればよいとされている考え方を具体的に説明して
いただけますでしょうか。（例えば溶接規格に準じている等）

あらかじめ確認すべき事項の検査項目等についての考え方は、以下のとおりです。
・検査項目、内容は、溶接規格の第2部「溶接施工法認証標準」及び
　第3部「溶接士技能認証標準」に準拠しています。
・検査項目、内容の詳細な方法は、「発電用原子炉施設の溶接事業者検査に係る
　実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則のガイド」
　（https://www.nsr.go.jp/data/000069169.pdf）
　の別表1を参考に記載しております。
・ただし、上記ガイドの別表1のうち溶接施工法の溶接後熱処理確認については、
　炉心タンク及び給排水系配管の母材区分はP-8（オーステナイト系ステンレス
　鋼）なので、試験炉技術基準規則解釈に基づき、適用外となります。
・また、上記ガイドの別表1のうち断面検査確認については、STACYでは管と管板
　の取付け溶接部がないので、適用外となります。

14

耐震Ｂクラスである案内管の耐震性能を確認する際に、サンプル棒は評価されて
いるのでしょうか。
（サンプル棒の荷重も剛性も、案内管には考慮していないと思われるのですが、
サンプル棒はどこかに取り付いてはいないのですか。）

サンプル棒の荷重は、案内管に付加して耐震計算を実施しております。
具体的には、添付書類Ⅲ-1-3-(1)「原子炉本体等の応力解析」において、サンプル棒の荷重（1.93kg）を
案内管に付加して、応力解析を実施しております。
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15
耐震Ｂクラスである安全板、ガイドピン、主要弁の固有振動数は、どのように考
えられているのでしょうか。

安全板、ガイドピン、主要弁の固有振動数は、評価しておりません。評価していない理由は、以下のとお
りです。
　　①安全板は、支持構造物に固定されていないため、共振するおそれはないこと
　　　から、固有値解析は実施しておりません（申請書本文_本-2-Ⅳ-3参照）。
　　②ガイドピンは、支持構造物に固定されていないため、共振するおそれはない
　　　ことから、固有値解析は実施しておりません（申請書本文_本-2-Ⅳ-7参照）。
　　③主要弁は、「原子力発電所耐震設計技術規程JEAC4601-2008」において、弁に
　　　ついて設計・建設規格に基づいた設計を実施する場合は、耐震強度評価を行わ
　　　なくてよいとしていることから、固有値解析は実施しておりません。なお、
　　　STACY施設では設計・建設規格に規定するクラス３弁の検査方法に適用される
　　　JEMI1423-2017に合格した弁を使用することとしております
　　　（申請書本文_本-2-Ⅳ-14等参照）。

15-1

JEAC4601-2008において、規格品は耐震強度評価を行わなくて良い理由が書かれ
ていたりしますか。
（おそらく、規格品の設計時に、何かしらのレベルで耐震強度評価を行っている
ことからなのだと思いますが･･･。）

弁自体の耐震強度評価を行わなくて良い理由について、JEAC4601-2008の解説欄以上の記載はありませ
ん。
解説に記載のとおり、一般に弁の耐圧部の剛性や耐震強度は配管側より高いことから、適切な規格（設
計・建設規格）に基づき設計された弁については、耐震強度評価は不要であると、申請者として判断して
おります。

15-2

主要弁の耐震評価
添Ⅲ-1-3-(9)-1ページの2.1(2)のなお書きにあるJEM1423-2017に合格した規格品
を使う場合、
耐震強度評価が不要な理由は、JEAC4601-2008と考えて良いですか。

主要弁の固有周期
主要弁の固有振動数は、添Ⅲ-1-2-20ページにあるとおり、弁が取り付いている
配管が、基準振動数を20Hzとする振動数基準定ピッチスパン法による解析を行っ
ており、ここで主要弁を集中荷重として縮小率βを設定していることから、配管
は共振せず、主要弁も共振しないものとして検討されていると考えて宜しいです
か。

ご理解のとおり、耐震強度評価が不要な理由は、JEAC4601-2008に基づくものです。

ご理解のとおり、弁自体の固有値解析は実施しておりませんが、配管の耐震設計（基準振動数を20Hzとす
る振動数基準定ピッチスパン法）において、主要弁を集中荷重として考慮しておりますので、配管、主要
弁ともに共振するおそれはありません。

16

１．耐震Cクラスの設備・機器のうち、耐震計算結果の記載がないものについて
は、建築基準法に基づく耐震設計がなされていると理解してよいでしょうか。も
しそうであれば、申請書にその旨を追記していただけますでしょうか。
　また、そうでない場合は理由をご教示ください。

耐震Cクラスの設備・機器のうち、耐震計算結果を記載するか否かは、一般産業品に該当するか否かで整
理しております。
これは、平成30年11月27日のSTACY第136回ヒアリングにおいて、耐震Cクラス機器でも一般産業品でない
ものは、設計条件、解析モデル、解析結果を記載するようコメントを受け、対応したものになります。
したがって、一般産業品である給水ポンプ等の耐震計算結果は記載しておりません。
また、一般産業品である給水ポンプ等の耐震計算条件及び評価結果を省略する旨は、添Ⅲ-1-2-15に記載
しております。

17

２．耐震Cクラスの設備・機器のうち、耐震計算結果や評価モデルに記載がある
ものは、どのような観点で、どこまで評価に含めているかとその理由を説明の
上、申請書に追記していただけますでしょうか。

上記のとおりSTACY第136回ヒアリングコメントを受け、一般産業品でないものは、耐震計算結果や評価モ
デルを記載しております。
“どこまで評価に含めているか”という趣旨を十分理解できておりませんが、個別に設計・製作するもの
（ダンプ槽、可動装荷物駆動装置、給排水系主配管）について、評価を実施しております。
上記の回答に重複しますが、申請書では、一般産業品である給水ポンプ等の耐震計算条件及び評価結果を
省略する旨を添Ⅲ-1-2-15に記載しております。

4/6



番号 原子力規制庁コメント内容 JAEA回答 備考

18
１．Ｂクラスのガイドピンの共振については、ガイドピンが振動して格子板、安
全板等に衝突しても問題ないかとの観点からの質問ですので、共振しないかどう
かというよりも、振動した場合の影響についてご回答いただけますでしょうか。

ガイドピンが振動した場合の影響は以下のとおりであり、原子炉施設の安全性に影響を及ぼすおそれはあ
りません。
　・ガイドピンは耐震Bクラスの地震動に対し十分な強度を有しており、振動により
　　損傷するおそれはない。≪Ⅲ－１－３－(8) ガイドピンの耐震強度計算書参照≫
　・安全板加振試験において安全板の挿入性を確認しており、ガイドピンの振動が
　　安全板、格子板等に有意な影響を与えるおそれはない。

ガイドピンが振動した場合に安全板、格子板等に有意な影響を及ぼさないことを添付耐震強度計算書に、
以下のとおり追記して補正します。

（以下の下線部を追記）
　本書は、ガイドピンの耐震強度計算評価について、計算方法及び計算結果を示すものである。
　なお、ガイドピンは支持構造物に固定されていないため、共振するおそれはない。また、地震による振
動については、添付書類Ⅲ－１－４「 安全板装置の耐震性についての説明書」に示すとおり、ガイドピ
ンを配置した安全板加振試験において安全板の挿入性を確認しており、ガイドピンの振動が安全板、格子
板等に有意な影響を与えるおそれはない。

要補正

19
２．サンプル棒の密封性については、試験炉の設工認において、その評価や確認
の方法も含めて説明が必要という整理になりました。
　　本設工認に含めるか、別途申請されるかを含めてご検討ください。

可動装荷物としてデブリ模擬試料体（濃縮ウランと構造材を混合した試料。原規規発第2005011号で核燃
料物質の使用許可を受けたもの。）を使用する場合は、その密封性について、個別に設工認申請を行うこ
ととし、その旨を記載し補正します。
デブリ模擬試料体以外のもの（核分裂計数管等）を使用する場合は、従来どおり、密封線源として核燃料
物質の使用許可又はRI使用許可の範囲で実験を行うものとし、個別の設工認申請は不要と考えます。
なお、STACYの運転再開に当たっては、デブリ模擬試料体を用いた実験計画は予定していませんので、今
後、実験計画が策定された段階で申請します。

（以下の下線部を追記）
　第３号については、放射性物質を内蔵する可動装荷物は、取扱い時に容易に外れない脱着式端栓による
封入や強固に密封されたものに限定し、放射線又は放射性物質が著しく漏えいするおそれがない設計とす
る。
　なお、可動装荷物としてデブリ模擬試料体（濃縮ウランと構造材（鉄、ケイ素、ジルコニウム等）を混
合したペレット状又は粉末状の試料。令和２年５月１日付け原規規発第2005011号で核燃料物質の使用許
可を受けたもの。）を使用する場合は、その密封性について、今後の実験計画に応じて個別に設工認申請
を行う。ただし、デブリ模擬試料体以外のもの（核分裂計数管、箔状又は線状のウラン等）を使用する場
合は、従来どおり、密封線源として核燃料物質の使用許可又は放射性同位元素の使用許可の範囲で実験を
行うものとし、個別の設工認申請は行わない。

要補正

20

３．ＳＴＡＣＹで最も重要なパラメータのひとつである水位を計測するサーボ型
水位計の耐震クラスをＣクラスとしている考え方を改めて説明してください。
（直接的な被ばく影響がないことは承知していますが、原子炉が停止しているこ
との確認に水位の確認が必要ではないでしょうか。）

・サーボ型水位計が故障した場合の代替手段（例えばダンプ槽の水量から推定で
きる等）があれば運用も含めご教示ください。
・サーボ型水位計が故障した場合の代替手段として、給水停止スイッチ又は排水
開始スイッチ及び電源が使用できる状況であればこれを移動させて水面の位置を
検出できるのではないかとの意見が庁内でありましたので、その案も含めてご検
討ください。

・また、Ｂクラスに変更した場合の影響について説明してください。
（許可でＣとしていることは承知していますが、設工認でＢに見直すことは問題
ないと庁内で言われています。）

サーボ型水位計の耐震重要度分類の考え方は、以下のとおりです。
　・許可基準規則解釈に基づき、STACYでは原子炉停止及び停止状態維持のための設備を耐震Bク
　　ラスとして選定しています。≪添Ⅲ-1-3-(4)-31参照≫
　・ご理解のとおり、サーボ型水位計の機能喪失を仮定しても、原子炉停止及び停止状態維持に
　　影響を及ぼすことはなく、公衆被ばくに影響を及ぼすおそれはありません。
　・試験研究炉の安全機能重要度分類審査指針において、低出力炉（500kW未満）のプラント/制御
　　機能はクラス３に分類されていますので、サーボ型水位計を耐震Cクラスに分類することは
　　妥当であると考えます。
　・原子炉が停止していることの確認は、①中性子出力低下、②安全板挿入完了、③急速排水弁開
　　により行います。

地震起因の故障想定であれば、STACYはCクラス地震動（245Gal）より小さい25Galの地震動を検知してス
クラムします。スクラム後はサーボ型水位計の機能に期待せず、原子炉の停止確認は上記①～③で行いま
すので、サーボ型水位計の代替手段という運用（手順）は定めておりません。ただし、何かしらの理由で
水位を確認したい場合は、給水停止スイッチ及び電源が使用できる状況であれば、これを移動させて水面
の位置を検出することは可能です。

設置許可で耐震Cクラスとしておりますので、設置許可と不整合が生じます。
また、耐震Bクラスとして再評価する必要があります。再評価の結果、NG判定となった場合は、設計の見
直しが必要になり、補正提出には数か月程度の時間を要することが考えられます。
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21
・技術基準第１６条への適合性について、運転時に発生する中性子はどのように
考慮されているでしょうか。
・溶液系ＳＴＡＣＹの中性子線測定データを示すこと。

通常運転時にSTACYから発生する直接線及びスカイシャイン線の評価は、許可基準規則の要求事項に基づ
き、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」を参考に透過力の強い
ガンマ線を評価しています。
通常運転時の中性子線はSTACY炉心タンク内の軽水によって大部分が吸収・減速されますが、遮蔽評価で
は保守的な評価となるように、吸収・減速前の中性子線を線源とし、二次ガンマ線（炉室のコンクリート
が中性子照射を受けることによって発生するガンマ線）の発生に寄与するものとしています。
また、溶液系STACYの施設定期検査時の線量測定率結果（200W運転時）を添付資料に示します。中性子線
量は、ガンマ線量に比べて十分小さい値となっております。

22
消火活動により炉心タンクに散水する場合において、炉心タンクに散水しても水
が留まることがないことを定量的に示すこと。また、連結散水設備の場所を示す
こと。

STACY施設の屋内消火栓の放水想定量は300L/minであり、一方、炉心タンクの排水流量は約
2000L/min(モックアップ試験結果)です。したがって、炉心タンクに散水しても水が留まることはなく、
臨界となるおそれはありません。
STACY施設の屋内消火栓（１階）の位置は、以下のURLの本-3-Ⅲ-10（PDFページ86）です。
　https://www.nsr.go.jp/data/000294519.pdf

23
避雷針を設工認その４にしている理由を説明すること。
（外部事象の損傷防止という観点からはその４に含めるのが適切でないか）

設工認分割申請の適切性については、第313回審査会合で説明したとおりであり、炉心の型式変更に係る
炉心関連設備は設工認その３とし、避雷設備は炉心の型式変更に直接関係ないことから炉心関連設備以外
の設備として整理し、設工認その４の申請範囲としています。

24 耐震Cクラスの静的地震力1.2Ciの根拠を示すこと。
「試験炉許可基準規則」に基づき、「実用炉設置許可基準解釈第４条の規定」を準用し、算定しておりま
す。

25
耐震Cクラスの設備のうち、一般産業品であるポンプ等についても1.2Ciの静的地
震力に耐えることを確認していることを追記して補正すること。

添付書類Ⅲ－１－２「申請設備に係る耐震設計の基本方針」の「６．耐震Ｃクラス設備の耐震計算条件及
び評価結果」において、以下の記載を追加して補正します。

（以下の下線部を追記）
今回申請する耐震Ｃクラス設備の耐震計算条件及び評価結果を示す。ただし、一般産業品である高速/低
速給水ポンプ等の耐震計算条件及び評価結果の説明は省略する。一般産業品である高速/低速給水ポンプ
等についても、以下と同様に耐震Ｃクラスの設備に適用される設計用地震力に耐えることを確認してい
る。

要補正
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添付資料 

 

＜コメント No.21＞ 

技術基準第１６条への適合性について、運転時に発生する中性子はどのように考慮さ

れているでしょうか。 

＜回答＞ 

通常運転時に STACY から発生する直接線及びスカイシャイン線の評価は、許可基準規則

の要求事項に基づき、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価に

ついて」を参考に透過力の強いガンマ線を評価しています。 

通常運転時の中性子線は STACY 炉心タンク内の軽水によって大部分が吸収・減速されま

すが、遮蔽評価では保守的な評価となるように、吸収・減速前の中性子線を線源とし、二

次ガンマ線（炉室のコンクリートが中性子照射を受けることによって発生するガンマ線）

の発生に寄与するものとしています。 

また、溶液系 STACY の最大出力 200W運転中における炉室周辺の線量測定結果を以下に示

します。中性子線量は、ガンマ線量に比べて十分小さい値となっております。 

 

線量当量率測定結果 

      ＊１：中性子線のカッコ内はサーベイメータ指示値を示す。 

         中性子線の「＜」は、検出下限値未満を示す。 

 

出力（W)

測定場所
γ線

(μSv/h)
中性子線*1

(μSv/h)

A-1（炉下室(S) 南側廊下） 0.2 <0.15(0.000)

A-2（炉下室(S) 東側廊下） 0.2 <0.15(0.000)

A-3（排気機械室(A) 南側） 0.2 <0.15(0.008)

A-4（溶液貯蔵室西側廊下） 0.2 <0.15(0.008)

B-1（炉室(S) 南側廊下） 0.3 <0.15(0.000)

B-2（炉室(S) 東側廊下） 0.4 <0.15(0.030)

B-3（燃取室（Ⅳ）北側廊下） 0.2 <0.15(0.003)

B-4（燃取室（Ⅵ）東側） 0.3 <0.15(0.000)

C-1（炉室(S) 南側廊下） 0.2 <0.14(0.000)

C-2（制御室東側） 0.2 <0.14(0.000)

C-3（工務監視室西側） 0.4 <0.14(0.000)

C-4（実験室（Ⅰ）-7北側廊下） 0.2 <0.15(0.000)

D-1（炉室(S) 上部屋上） 0.3 <0.13(0.003)

200
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（１）線量当量率測定箇所（★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建家平面図(地下１階)（1/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建家平面図(１階)（2/4） 

 

 

（つづく） 

核物質防護管理情報を含むため、 

公開できません。 

核物質防護管理情報を含むため、 

公開できません。 
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（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建家平面図(２階)（3/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建家平面図(断面)（4/4）

核物質防護管理情報を含むため、 

公開できません。 

核物質防護管理情報を含むため、 

公開できません。 




